
※①～⑥については「記入方法」を参照ください。 

苦  情  申  立  書 （見本） 
 

申立書作成日：      年    月    日 
 
 埼玉県国民健康保険団体連合会理事長 様 

※太線内をご記入下さい。 

１ この申立書を書いた人（苦情申立人） 

ふ り が な 

氏    名 

 

            年齢  歳 

電話番号 （     ）     － 

生年月日 明・大・昭・平   年  月  日 

住    所 
〒 

 

被 保 険 者 

と の 関 係 

１．本人  ２．配偶者  ３．子  ４．兄弟姉妹  ５．親  ６．他の家族  ７．友人等 

８．ケアマネジャー  ９．民生委員  10．主治医  11．サービス事業者 

12．その他（              ）    ※いずれかに○印を付けて下さい。 

 

２ 不適切なサービスを受けた人（被保険者） 

ふ り が な 

氏    名 

 

            年齢  歳 

電話番号 （     ）     － 

生年月日 明・大・昭      年  月  日 

住    所 
〒 

 
保険者番号  被保険者番号  要介護度  

※苦情申立人ご本人の場合、氏名・住所・電話番号・生年月日は、記入不要です。 

 

下記のとおり介護サービスに係る苦情を申し立てます。 

記 

苦情に係る事 

実のあった日 
      年    月    日  ～       年    月    日 

事 業 所 名 
            ⑤ 電話番号 （     ）     － 

 事業所番号  

住 所 
〒 

 
 

 申  立  趣  旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この苦情申立に係る指導・助言の内容を裁判や訴訟には用いません。 

様式第１号 

① 

② 

③ 

 

④ 

⑤ 

⑥ 



『苦情申立書』の記入方法 
 

介護サービスに関する苦情を埼玉県国民健康保険団体連合会に申し立てる場合、『苦情

申立書』が必要となりますので、次のとおりご記入いただき、ご提出ください。 

また、お住まいの市町村の介護保険担当窓口でも受け付けています。 

なお、損害賠償請求や謝罪要求など、内容によっては本会で受理できないため、他の機

関等をご紹介する場合もありますので、申立ての前に、一度お電話にてご相談ください。 

 

① 「申立書作成日」欄 

  『苦情申立書』を記入した年月日をご記入ください。 

 

② 「１ この申立書を書いた人（苦情申立人）」欄 

  介護サービスを受けた本人（被保険者）、または代理人の方の「氏名」「電話番号」「住所」をご記

入ください。こちらは、内容確認や結果通知等で必要になりますので、必ずご記入くだるようお願い

いたします。 

また、「被保険者又は受給者との関係」について、当てはまるものに○印を付けてください。 

 

③ 「２ 不適切なサービスを受けた人（被保険者）」欄 

  「被保険者本人」が「苦情申立人」の場合は、『介護保険被保険者証』等を参照のうえ、「保険者番

号」「被保険者番号」「要介護度」のみ、ご記入ください。 

なお、不明の場合はご記入いただかなくても結構です。 

 

④ 「苦情に係る事実のあった日」欄 

  不適切な介護サービスを受けた年月日又は期間をご記入ください。 

 

⑤ 「事業所名」「電話番号」「住所」欄 

  介護サービスを受けたサービス事業所の「事業者名」「電話番号」「住所」を、『サービス利用票』

等を参照のうえ、ご記入ください。 

なお、電話番号、住所は不明の場合はご記入いただかなくても結構です。 

 

⑥ 「申立趣旨」欄 

  不適切な介護サービス等の内容がわかるようご記入ください。 

また、書ききれない場合は続紙をご使用ください。（続紙は様式を問いません。） 

  なお、関係書類がある場合は添付してください。 

 

注１ 『苦情申立書』は、本会へ直接ご持参いただくか、郵送によりご提出ください。 

 ２ 記入された内容を忘れないためにも、コピーやメモをとるなどしてお手元に控

えをお持ちください。 
 
 

●「苦情申立書のご提出」や「お問い合わせ」はこちらまで 
 

  埼玉県国民健康保険団体連合会 介護福祉課 苦情対応係 

    受付時間 午前８時 30 分～正午、午後１時～午後５時（土・日・祝日は除く） 

    電  話 （０４８）８２４－２５６８（介護サービス苦情相談専用） 

    Ｆ Ａ Ｘ （０４８）８２４－２５６１ 

住  所 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区大字下落合１７０４番（国保会館） 

※秘密は守ります。相談は無料です。 

 


